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セブン銀行子会社セブン・ペイメントサービスが 

SBI損保と ATM受取（現金受取サービス）の提供を開始 
～セブン銀行ＡＴＭで保険料の返金や保険金の一部支払いが可能に～ 

 
 

セブン銀行子会社の株式会社セブン・ペイメントサービス(以下：セブン・ペイメントサービス、本社：東京都

千代田区、代表取締役社長：和田 哲士)は、SBI 損害保険株式会社 (以下：SBI 損保、本社：東京

都港区、代表取締役社長 島津 勇一）と ATM 受取(現金受取サービス)のサービス提供を 2019 年 3 月

中旬より開始いたしますのでお知らせします。 

 

 

 

本件により、SBI損保と保険を契約されているお客さまは、自動車保険料の返金やがん保険の保険金のうち

10 万円までの支払いについて、お近くのセブン-イレブンや交通機関、観光地等に設置してある全国のセブン銀

行 ATM で、原則 24時間 365日受け取りが可能となります。 

銀行口座も不要なため、キャッシュカードや通帳などが手元にない場合であっても、必要な資金が確保可能に

なります。 

 

2018年 5月から ATM受取（現金受取サービス）を開始し、サービス契約合意企業数は計 151社にな

りました。セブン銀行とセブン・ペイメントサービスは、これからもお客さまのニーズをいち早く捉え、技術革新の成果

をスピーディーに取り入れながら、安心・安全と利便性を追求したサービスの提供に努めてまいります。 

 

【ご参考】 
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